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１. はじめに 

MPEP 2111によれば、ペンディングクレーム発明は、出願当初明細書と整合して最も広く合理的に解釈（BROADEST 

REASONABLE INTERPRETATION）されることになっています。*1また、この「最も広く合理的に解釈」は、当該技術

分野における当業者が到達するであろう解釈と整合していることが求められています。但し、化学分野を除く技術分

野においては、出願当初明細書に特に定義されていない限り、クレーム発明のタームは、一般に、出願当初明細書に

示され又は開示される意味に限定されません。 

USPTOの審査官は、また、クレーム発明を最も広く合理的に解釈する際、出願当初明細書に特に定義されていない

限り、クレーム発明に記載のタームを平易な意味（Plain Meaning）で解釈します。換言すれば、タームは、当業者が

解釈するであろうように解釈されなければなりません。このように、「平易な意味」とは、当業者にとって通常且つ一

般的な意味を言います。タームに特別な意味を出願人が持たせたいのであれば、その旨が出願当初明細書中に十分明

確に記載され、通常の用法から離れていることが当該発明の技術分野において経験を有する人によって理解できる必

要があります。 

なお、審査官がクレーム発明のタームを最も広く合理的に解釈する際に、二通り以上の合理的解釈が可能である場

合、当該タームは不明瞭であると認定されます。 

これに対し、発行済の特許のクレーム発明の明瞭さの判断基準は、ペンディングクレーム発明の明瞭さの判断基準

とは異なります。 発行済の特許に規定のクレーム発明は、米国特許法第 282 条*2に基づきその有効性が推定されま

す。したがって、裁判所は、クレーム発明のタームが理解不能な程度に不明瞭な場合を除き、当該タームを明瞭と判

断します。このように、裁判所は、クレーム発明のタームに対して最も広く合理的に解釈しません。 
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*1 means plus function形式等で機能的に記載された文言は例外であり、出願当初明細書中に記載の当該機能に対応する構成、材料、又は行為を

参照して上記の文言が解釈されます。 

*2 特許は有効であると推定されるものとする。特許の各々のクレーム（独立、従属、又は複数項従属形式であることにかかわらない）は他のクレ
ームの有効性に独立して有効であると推定されされるものとする；従属又は複数項従属クレームは無効なクレームに従属するものであったとして

もそれとは独立して有効であると推定するものとする。 

米国記載不備に関する実務上の留意事項 
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